
賃貸物件の火災による死傷という悲惨な事件が、

また起きてしまいました。私たち大家が背負う大

きなリスクの一つです。

怖いですね。この大阪北区のケースは、原因が放

火であること、直近の消防の定期検査で防火上の

不備は確認できないことで、大家さんの責任問題

にはなっていません。

2019 年 3 月 19 日に立ち入り検査を実施していた
そうです。この規模のビルの場合、消防法で 4 年
に 1 回の定期検査が義務付けられていますが、消
火器や火災報知機等に不備はなかったようです。

もし不備があり、改善の指示に従っていなかった

としたら、火災の原因がどうであれ、所有者の責

任が問われたところです。所有者として消防法を

遵守しておくことが大切だと痛感しました。

でも、このビルのように、避難路が入り口付近の

１カ所しかなく、窓から飛び降りることのできな

い高さの場合は、いくら安全対策をしていても怖

いですよね。

部屋の広さ（95 ㎡）からスプリンクラー設置の
義務はないそうですよ。後から付けると言っても、

古いビルの場合は難しいですからね。

建物の安全対策は失火や漏電を前提としているの

で、今回のような原因は想定できていない、とい

うことですね。私たち大家は建物について素人で

すから管理会社さんからの提案が大事です。

居住用の賃貸建物の場合はどうでしょう？

アパートやマンションの場合は、避難経路は玄関

とベランダ側に２カ所以上ある間取りが多いです

し、居室には火災警報器、通路などに消火器、規

模によって自動火災報知機が設置されてるので、

狭い敷地のペンシルビルより安全だと思います。

そうかもしれないけど、その設備も経年劣化しま

すから、定期的に検査や交換をしなければなりま

せん。もしそれを怠ると、やはり所有者の責任が

問われることになる。

法律で課された責任は遵守しておくことですね。

しかし、安全対策には限界がありますよね。賃貸

建物の火災をすべて防ぐことはできないし、死傷

者をゼロにすることもできませんよね。それを考

えたとき、私たち大家のリスクマネジメントはど

うしたらいいですか？

例えば漏電のような、設備の不具合が原因で火災

となった場合は、貸主や入居者が損害賠償責任

を負う可能性があるそうです。漏電が室内で起

きたときは、占有管理している入居者が第 1 次
的な賠償義務を負担しますが、損害発生防止の

注意をしたことが立証できれば責任免除となり、

その場合は所有者が無過失責任を負うそうです。

建物設備が老朽化すると漏電のような不測の事

態が起こり得ます。これが建物所有者のリスク

ですね。対策として定期点検や定期修繕が必要

になります。コストがかかるけど・・・。

一方で、保険によってリスクを軽減することも

できますよ。施設賠償責任特約という、今回の

テーマのような建物設備の不具合による火災で

入居者や第三者に損害が生じた場合に、所有者

が負担する賠償を穴埋めするという特約です。

まとめてみると、法律で定められた安全対策を

守ることで損害賠償や刑事責任から免れる。設

備の不具合で事故が起きないように点検や修繕

を事前に行っておく。それでも起きてしまった

ときのために施設賠償責任特約などの保険を活

用する。このような三段構えになりますかね。

そうですね。それにしても、火災で部屋が使用

できなくなったときは、賃貸借契約を終了する

か、一部焼損により家賃が減額される場合があ

りますので、家賃収入を確保できなくなります

よね。この損失を補填する保険として家賃補償

特約があります。これは、得ることができなく

なった家賃を一定期間ですが補償するものです。

いつも思うことですが、リスクのない商売はあ

りません。車両を使う事業なら交通事故で人に

危害を与えてしまうことがあり得るし、飲食店

なら食中毒の可能性もあります。私たちの賃貸

経営は、生活するためのスペースを貸す、不特

定多数の人が出入りするような商売のスペース

を貸すこともある、という事業ですから、人の

命に関わる責任があるわけです。そのことをつ

い忘れていると、知らぬうちにリスクが高まっ

てしまうのですね。リスクはゼロにはできませ

んが、ゼロに近づけることはできると思います。

Ｂさんが仰る通り、私たちは建物や関係法令に

ついては素人ですから、不動産会社さんには入

居募集だけでなく、このようなリスクをゼロに

近づけるための提案を、ぜひお願いしたいと思

いますね。賃貸経営のリスクを理解したうえで、

これからも頑張りましょう。
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大規模修繕のための積立金が、特定の共済に

入ることで全額経費として認められることにな

りました。すでに法人オーナーや分譲マンショ

ンでは積立金の経費算入が可能でしたが、新た

に個人の賃貸住宅オーナーにも使える共済が始

まることとなります。修繕資金を経費として積

み立てできるようになれば、中長期的な視点で

建物の維持・管理がしやすくなり、安定的な賃

貸経営に役立ちそうです。まず、外壁と屋根の

修繕を対象にして、2022 年にも共済の販売が始
まる予定です。共済は、全国賃貸住宅修繕共済

協同組合が運営します。

大規模修繕は外壁塗装や屋上防水工事など数

百万円単位で予算が必要となるリフォームのこ

とです。木造や RC 造といった建物構造に限ら
ず、ほとんどの建物で約 10 ～ 15 年に一度は必
要とされています。

小規模の賃貸オーナーにとっては、大きな出

費ですが、これまでは、回収費用をオーナーが

自ら積み立てておくか、金融機関からの借り入

れで賄うのが一般的でした。しかし、資金不足

などから修繕を怠っている建物も多く、資産価

値が低下するだけでなく、入居者の安全確保の

点からも問題視する声がありました。また、毎

年の積み立て資金は経費として認められず、課

税対象になっていました。これも、大規模修繕

を後回しにしてしまう要因とも考えられていま

した。今後は共済を利用することで、節税しな

がら将来に備えることができそうです。

外壁や屋根塗装などの大規模修繕は、美観よ

りも防水性の面から、とても重要なものです。

しかし、前述の予算面での問題に加えて、内装

や設備の補修に比べ、入居者募集の側面からは

貢献が少ないため、後回しにされがちです。実

は、建物のオーナーや管理者には建築基準法第 8

外壁、屋根などの
修繕費用を積立できる

10～15年毎に必須な大規模修繕工事

条によって、建築物の維持管理が法律で定めら

れてもいるのですが、必ずしもその通りにはな

っていないのが現状です。

あるリフォーム会社の代表は「修繕が必要な

タイミングをオーバーしている物件は珍しくあ

りません。雨漏りが発生し、入居者のクレーム

が出てから問い合わせをもらうこともしばしば

です。しかし、雨水が建物内部にまで侵入して

しまった段階では塗装だけでは対処できずに、

雨漏り箇所の特定すらできないこともあります。

手遅れになる前の定期的な修繕をお勧めします」

と建物修繕の大切さを語ります。

今回の共済を提供するのは、全国賃貸住宅修

繕共済協同組合で、3 つの業界団体が母体とな
ってできる新しい共済組合です。この共済を利

用するためには、まず長期修繕計画の作成が必

要とされています。長期修繕計画は修繕を行う

時期やコストなどを想定して 20 ～ 30 年くらい
の期間で計画を立てます。しかし、この計画を

作成していない賃貸物件は少なくないため、今

後はその対応が必要になりそうです。そうした

事情からか、共済のスタート時には業界団体か

ら修繕計画の作成支援が提供される予定もある

ようです。これを機会に、オーナー自身が改め

て計画的な修繕について考えてみてもいいかも

しれません。

今回の共済がカバーする修繕の範囲は屋根と

外壁だけとされています。大規模修繕では屋根

と外壁が最も費用がかかる部分ですが、給排水

管やベランダ、共用玄関なども数年に一度の修

繕が必要不可欠です。今後は、こういった箇所

でも使える共済なども期待されています。

2021 年は、死者がでた東京・八王子市でのア
パート階段崩落事故など、賃貸経営と建物内事

故のリスクが改めてクローズアップされました。

新たにスタートする共済に限らず、建物の維持

管理は意識的に対応していきたいものです。ま

ずは、募集や管理を任せている不動産会社に問

い合わせしてみてください。

修繕計画の作成からサポート
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私たちは賃貸経営や賃貸管理の当事者ではあ

りませんが、賃貸物件の共用部分を日常清掃し

ている時に、ほんの小さな問題点や、それによ

って入居者さんが抱えるストレスなどに気付く

ことがあります。今回は、そこで思い付いた改

善案を書かせていただきます。

エントランスは「建物の顔」とも言われます

ね。確かに建物の正面に立ったときに伝わる第

一印象は大事だと思います。築年数は関係なく、

きれいに使われていると気持ちがいいですし、

何よりしっかりと管理をされていると感じます。

お部屋を探している方にとっては、現地で入手

する最初の生の情報ということにもなりますの

で、入居を決めるときの重要なポイントになり

ます。でも最近では、昔のように一目で管理状

態が悪く感じる賃貸物件も少なくなったように

感じますが、一方で、管理会社さんによっても

大きな差があることを実感します。やはり大家

さんにとって業者選びは重要だと思います。

入口であるエントランスは、その建物の機能

が集中している場所でもあります。自転車置き

場や集合ポスト、宅配ボックスといったものが

それに当たります。これらの設備をきれいに保

つことは当然ですが、その使われ方を適切に管

理することが必要だと感じます。実はここがで

きていないと、入居者さんにとってのストレス

となるのです。その中で、今回は自転車置き場

に焦点を当ててみましょう。

清掃作業をしていて感じることは、一言でい

うと「使いづらそうな自転車置き場がある」と

いうことです。特に賃貸事情のきびしい都市圏

は敷地面積の関係で駐輪スペースが十分確保さ

れていない物件もあり、想定以上の台数が置か

れています。利用する入居者さんも、両脇の自

転車を寄せないと出し入れができないことがあ

ります。年間を通して使われていない自転車や、

引っ越しのときに黙って置いていく方もいて、

持ち主の分からない自転車もあります。私たち

に出来ることは、自転車を整理することで、せ

めて頻繁に利用する人が出し入れしやすいよう

にすることくらいです。

そこで、この自転車置き場の問題点を２つに

整理してみました。

以下、この２点について考察してみました。

お部屋には適正な居住人数設定があると思い

ます。１ R なら１人、２ DK では２人、といっ
た感じです。すべての入居者に１台ずつを確保

したいと考えたときに、はたしてスペースは足

りるだろうか？ まずスタートラインはここに

なると思います。もし、全ての自転車を置く余

裕がないとなれば、全部で何台まで収容可能な

のか？ そこが決まれば駐輪希望者に対して、

入居手続きや契約更新の際に、空いている駐輪

情報を提供することが可能になります。必要な

人に必要なスペースを使っていただける状況に

一歩近づくのではないでしょうか。

これは敷地面積に限りある都市圏の賃貸物件し

か採用できないかもしれませんが、２台目から

有料とするのが一つの答えになるかもしれませ

ん。たとえ少額でも使用料が発生するとなれば、

必要のない自転車をわざわざ保管し続けること

はなくなるでしょう。お部屋の契約更新のとき

に継続するか確認するのもよいと思います。

入居者さんのストレスというものは、日々の

「自転車の出し入れ」のようなささいなところ

から生まれることもあるようです。そのささい

なことに共感してもらえている、解決を考えて

くれている、と感じられることで満足感が拡が

るのではないでしょうか。今回取り上げた自転

車置き場だけに限らず、エントランスや集合ポ

スト、お部屋に至る通路や階段など、日常清掃

をしていると「おや？」というような小さなポ

イントに気がつきます。この小さな問題解決を

積み上げることも、入居者満足につながると思

います。そして入居者満足は、大家様の賃貸経

営が繁盛するために欠かせない条件にもなると

思います。ぜひ、管理会社さんと相談してみて

ください。 文・株式会社ルミナス 代表 島村亮

今回は、賃貸物件の共用部分の日常清掃業務を

されている方に、現場で気づいたことや、その

解決案を提言していただきました。
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